
令和3年4月1日

協議完了

　・

　・

　
　・

エコまちラベリング・建築賞、
エネルギー・緑化モニタリング

工事完了後、事前協議の内容に沿った工事
が行われたか確認を行います。

（その他法令手続き）

建築確認申請・地区計画届出など

（建築行為等の手続条例に基づく）

完 了 報 告 書②

（HPアドレス：https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shiseijoho/machi/1008397/1003466.html）

②完了報告について

■　各手続（①～②）の提出図書について

裏面をご確認ください。様式等は、下記HPよりダウンロードできます。

エコまちラベリングは、「キセラ川西エコまち運
用基準」に基づき、ラベリング（取組状況を点
数化し評価すること）します。
モニタリングは、計画の進捗状況の把握・評
価を行います。

「まちづくり指針」「低炭素まちづくり計画」に基
づいた建築等の計画であるかを確認し協議を
行います。

詳しくは「キセラ川西エコまち運用基準」をご
確認下さい。

　・

　・

キセラ川西地区内での建築行為等のフロー

キセラ川西地区内で次の(ア)～(ウ)の行為を行う場合、「建築行為等の手続条例」によ
る手続きが必要となります。

　（ア）　建築物の新築

　（イ）　10㎡を超える増築・改築・移転

　（ウ）　大規模な修繕、大規模な模様替え

■　建築行為等の手続条例の手続きの流れ

①事前協議について

　（エ）　特殊建築物で200㎡を超える用途変更の場合

建築物
※各手続きに必要な書類は裏面をご確認くださ
い。

（建築行為等の手続条例に基づく）

事 前 協 議①

【お問合せ先】　土木部　公園緑地課
TEL 072-740-1185
FAX 072-740-1330


